
かかりつけ医等や

地域の医療機関に相談しましょう。
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症状が改善せず続く場合には・・・？
（新たに症状が出現 した場合も含みます。）

※ 各都道府県における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療を

している医療機関をWEBページに掲載しています。

新型コロナウイルス感染症に感染された方へ

症状が長引く
ことがあることを知っていますか

（罹患後症状）

（参考１） 新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html#h2_free14 

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時間

経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、

一部の方で長引く症状（罹患後症状,いわゆる後遺症）がある

ことがわかってきました。

（参考２）WHO（世界保健機関） は、罹患後症状について「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ，
少なくとも２カ月以上持続し，また，他の疾患による症状として説明がつかないもの．通常は
発症から３カ月経った時点にもみられる．」と定義しています。
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罹患後症状の例

疲労感・倦怠感 関節痛 筋肉痛 咳

息切れ 胸痛 脱毛喀痰

記憶障害 集中力低下 頭痛 抑うつ

嗅覚障害 味覚障害 動悸 下痢

腹痛 睡眠障害 筋力低下

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya_00005.html
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厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわ
ゆる後遺症）に関するＱ＆Ａ」 

Q14 罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度はありますか。 

 

（または 🔍厚労省 コロナ 後遺症Ｑ＆Ａ で検索） 

 

罹患後症状が続く場合に活用できる支援制度について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症にかかった後、症状が改善せず続く場合には、 
かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談ください。  

○岐阜県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（後遺症）について」

に一覧を掲載しています。受診先を選ぶ際の参考としてください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/253691.html  

（または 🔍岐阜県 コロナ 後遺症 で検索） 

○かかりつけ医がない等、受診先に迷う場合は下記窓口までご相談ください。 

窓口 電話番号 対象地域 

■ ８：３０ ～ １７：００（土日祝含む） 

 総合健康相談窓口 058-272-8860 岐阜県内全域 

■ 平日 ９：００ ～ １７：００ 

 岐阜保健所 058-380-3004 
羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、 

笠松町、北方町 

 西濃保健所 
0584-73-1111 

（内線 276） 

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、 

輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町 

 関保健所 
0575-33-4011 

（内線 379） 
関市、美濃市、郡上市 

 可茂保健所 
0574-25-3111 

（内線 365、358） 

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 

 東濃保健所 
0572-23-1111 

（内線 365） 
多治見市、瑞浪市、土岐市 

 恵那保健所 
0573-26-1111 

（内線 259） 
恵那市、中津川市 

 飛騨保健所 
0577-33-1111 

（内線 309、328） 
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 

 岐阜市保健所 058-252-0393 岐阜市 

 

岐阜県内の罹患後症状（後遺症）の診療を行っている医療機関 

新型コロナウイルス感染症の 

罹患
り か ん

後症状（後遺症）の相談先について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/253691.html

